
三豊市監査委員告示 第１号 

 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第４項の規定に基づき定例

監査を執行したので、その結果に関する報告、意見等を同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表します。 

 

平成２３年３月２３日 

 

三豊市監査委員  糸  川  昇 

三豊市監査委員  山  本   明 
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定例監査結果報告書（第 3 回） 
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  三 監 第 １ ４ ３ 号 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

 

三 豊 市 長  横 山  忠 始  様 

三 豊 市 議 会 議 長  近 藤  賢 司  様 

三 豊 市 農 業 委 員 会 会 長  川 口  喜 夫  様 

 

 

三 豊 市 監 査 委 員  糸 川   昇 

三 豊 市 監 査 委 員  山 本   明 

 

 

 

平成２２年度定例監査結果（第３回）について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき定例監査を執行したので、

その結果に関する報告及び意見を同条第９項及び第１０項の規定により、次のとおり提出します。 



第１ 監査の対象及び期間 

 

対 象 

部 課 等 名 監査の範囲 

監 査 実 施 日 

議会事務局 議会事務局 

平成 22 年 4月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1 月 13 日 

会計課 会計課 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1 月 13 日 

監査委員 

事務局 
監査委員事務局 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1月 13 日 

農業委員会

事務局 
農業委員会事務局 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1 月 18 日 

建設経済部 

港湾水産課 

農業振興課、商工観光課

土地改良課、住宅課 

建設課、建築課 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成23年 1 月 13日から

平成 23 年 1 月 21 日まで

水道局 監理課、工務課 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1月 21 日 

永康病院 永康病院 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1月 27 日 

健康福祉部 
健康課 

西香川病院会計について

平成 22 年 4 月 1 日

から平成22年 11月

末日まで 

平成 23 年 1月 27 日 
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第２ 監査の方法 

   監査対象部課等において執行された事務事業について、合法性、正確性、効率性 

等に主眼をおいて実施した。また、対象部課からそれぞれ関係資料及び関係帳票等      

の提出を求めて審査するとともに、関係職員から説明を聴取して実施した。 

 

第３ 監査の結果 

   各所管の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されていたが、一部において次

のとおり意見、要望事項があったので報告する。 

   なお、監査執行過程において指導した比較的軽微な事項については記載を省略し

ているが、それらにも十分留意して事務の執行に努めていただきたい。 

 

【 意見・要望 】 

  ①三豊市商品券の販売促進について <商工観光課> 
市商品券事業は、平成 21 年度から開始して 2 年目となり、その中でプレミアム商品券は

発売と同時に完売するほどの人気となっているが、通常分の商品券の売れ行きについては、

やや低調である。 
発行元の市と販売事務等の受託機関である商工会が連携を密に行い、地域内通貨として

販売促進し、いかにすれば地元商店が潤うか、商品券事業の活性化策の検討を要望する。 
 

②市管理農道台帳の見直しについて <土地改良課> 
現在の三豊市管理農道台帳は、合併時に各町が持ち寄りした状態であり、旧町毎の基準

のままで台帳登録基準が統一できていない。市が維持管理を行う農道である以上、台帳登

録にあたっては、道路幅員、他の道路との接続関係、周辺の農地等を考慮した考え方のも

とに統一した基準で台帳整備を行い、適正な維持管理を行うことを望む。 
 
 ③水道局の工事請負にかかる随意契約について <水道局工務課> 
水道局発注の 100 万円以上の工事請負契約 31 件について契約方法を調べると一般・指名

競争入札の 19 件に対して随意契約によるものが 12 件と約 40%を占めていた。これら随意

契約の理由については、落雷を原因とする水道施設等の修繕工事 3 件については緊急性が

あると認められる。ところが、県道や市道の道路改良工事に伴う配水設備改良工事等 9 件

については、随意契約によることができる特段の事情が示されているとは認め難いもので

ある。確かに、道路改良工事の請負業者と同一業者が施工した方が効率的ではあるものの、

突然に水道管移設の連絡があったため入札に付する期間がないという理由については、建

設経済部などと常に連絡、工事計画情報を共有していれば競争入札による発注が執行でき

たものと思われる。     
随意契約の締結に当たっては、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項各号に定める要件

に該当するかどうか十分に検討し、関係法令に則り適正に処理されたい。 

以上 
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